
野口　昌作  議員

【
野
口
昌
】
町
長
は
補
正

予
算
の
専
決
処
分
を
毎
年

３
月
31
日
付
け
で
行
っ
て

い
る
。

　
予
算
の
提
案
権
は
町
長
、

議
決
権
は
議
会
の
権
限
で

あ
り
、
議
会
を
軽
視
し
た

町
長
の
専
決
処
分
は
、
違

法
性
が
高
い
の
で
は
な
い

か
。

【
町
長
】
現
在
行
っ
て
い
る

補
正
予
算
に
関
す
る
専
決

が
地
方
自
治
法
に
反
し
て

い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

【
野
口
昌
】
議
会
が
専
決

処
分
の
研
修
に
招
い
た
講

師
は
、
本
町
の
専
決
処
分

の
内
容
説
明
が
理
解
で
き

な
い
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
。

ま
た
、
県
内
で
は
専
決
処

分
が
な
い
町
村
も
あ
る
。

　

本
町
が
際
立
っ
て
多
い

が
、
改
め
な
い
か
。

【
町
長
】
予
算
編
成
の
方

向
を
改
善
す
る
こ
と
は
必

要
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

ほ
か
の
自
治
体
の
状
況

も
確
認
し
、
改
善
で
き
る

部
分
は
取
り
組
み
た
い
。

専決処分の違法性は？

法には反していない町長

オリジナルな
婚姻届・出生届は？

提案は実施困難町長

【
野
口
昌
】
北
海
道
東
川

町
で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

婚
姻
届
・
出
生
届
を
作
っ

て
い
る
。
婚
姻
届
は
内
容

を
台
紙
に
複
写
し
、
お
互

い
の
写
真
や
パ
ー
ト
ナ
ー

に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
く
な

ど
工
夫
し
、
若
者
に
思

い
出
と
夢
を
与
え
て
い
る
。

ま
た
、
出
生
届
は
親
か
ら

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
記
念
の

足
型
な
ど
一
生
の
宝
物
と

な
っ
て
い
る
。

　
作
る
考
え
は
な
い
か
。

【
町
長
】
届
出
書
を
受
理

後
複
写
し
届
出
人
に
返
却

す
る
行
為
は
、
推
奨
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
提
案
は

実
施
困
難
で
あ
る
。

人間ドックの結果を生かして

町長
【
野
口
昌
】
人
間
ド
ッ
ク
助

成
の
希
望
が
多
く
、
抽
選

に
な
っ
た
。
来
年
度
は
改

善
す
る
と
の
こ
と
だ
が
方

法
は
。

【
町
長
】
財
政
面
、
医
療

機
関
の
受
け
入
れ
枠
の
関

係
で
定
員
を
設
け
た
。
来

年
度
は
抽
選
に
漏
れ
た
人

人
間
ド
ッ
ク

　
結
果
の
活
用
は
？

保
健
指
導
に
生
か
す

を
優
先
す
る
。

【
野
口
昌
】
ド
ッ
ク
の
結
果

が
有
効
に
生
か
さ
れ
て
い

な
い
。
保
健
師
か
ら
直
接

渡
し
、
指
導
し
な
い
か
。

【
町
長
】
将
来
大
き
な
疾

患
の
心
配
が
あ
る
と
判
断

し
た
人
に
は
、
直
接
面
接

し
、
保
健
指
導
を
行
う
。
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